
 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5 波の後、新型コロナウイルス感染症の警戒レベルが低いまま、2 学期の学校生活が

進んでいました。校外学習や音楽発表会もできて、子どもたちの笑顔や成長の姿を多く見る

ことができた時期でした。しかし、3学期が始まってからはオミクロン株の影響で、警戒レ

ベルがあっという間に上がり、長野県もまん延防止等重点措置が適用されました。千曲市で

は、人との接触機会を減らすために、給食後下校という対応になり、八幡小学校でも 1 時

45分に一斉下校という日々を送っています。（3月 4日まで） 

 午前中の日課を変え、40分の 5時間授業。朝の活動を休止し、8時 30分から授業です。

3時間の授業後、20分間の休み時間。また 2時間授業をして、給食です。このようなぎゅ

っと詰まった日課でしたが、子どもたちは頑張って学習を進めています。 

 このほかに、給食は、教室を分けて分散給食、音楽も半数の人数にし、距離を保って短時

間で行う授業をしました。（いずれも 1年生は、人数が少ないのでそのまま） 

 いつになったら、コロナ禍は終わるのか、マスクをとって、語り合ったり歌ったりできる

のか、ますます先が見えないような気がしていますが、できることを工夫して楽しい学校生

活を作っていきたいと思います。 

 相変わらず、耳にし、目にする教職員の非違行為。本校では教え子や家族を悲しませない

ために、「八幡小学校から非違行為を絶対起こさない」を、今年度の目標として、継続的に

職員研修を行ってきました。 

 内容としては、次のようなものです。 

・飲酒運転の根絶、交通法規の順守 

・わいせつ行為、スクールセクハラについて 

・情報セキュリティー 

・体罰やアンガーマネジメントについて 

・交通事故を起こさないために 

 毎月、事例を読んだり、チェックリストで自らを

振り返ったり、グループで話し合ったりしながら、

信頼される八幡小学校の教職員を目指して取り組んでいます。 

 なお、本校の非違行為防止研修の詳しい内容は、ホームページに掲載しています。 

        千曲市立八幡小学校  

                             令和４年２月２４日 

                                 ＮＯ．1１ 
                                  文責 宮坂 久美子 

                       
学校の様子は、「八幡小学校ホーム

ページ」でくわしく見ていただけます。

「八幡小学校」で検索し、ぜひご覧く

ださい。毎日更新中です！ 

小グループでの話し合いの様子 



 

 令和 4 年度の主な行事についてお知らせします。なお、現段階でのものであり、変更に

なる場合がありますのでご了解ください。 

＜1学期＞ 

4月 6日（水）入学式・始業式 

４月１９日（火）全国学力学習状況調査（6年） 

4月 2２日（金）学級懇談会・PTA総会 

5月 1８日（水）参観日 

5月 28日（土）ＰＴＡ作業 

6月 ４日（土）運動会 

6月 2８日（火）4年社会見学 

6月 2９日（水）・３０日（木）修学旅行（6年） 

7月 ５日（火）・６日（水）キャンプ（5年） 

7月 2６日（火）～8月２１日（日）夏休み 

＜2学期＞ 

9月 21日（水）～9月 2８日（水）個別懇談会 

9月 30日（金）2年乗り物遠足 

10月 ４日（火）5年社会見学 

10月 1３日（木）休業日 

10月 2０日（木）学級懇談会４～６年 2１日（金）学級懇談会１～３年 

10月 2８日（金）音楽会 

11月 ４日（金）3年社会見学 

11月１５日（火）マラソン記録会 

11月２２日（火）スケート教室 ２・３年 

1１月２５日（金）参観日 

1２月 ６日（火）6年社会見学 

12月 2７日（火）～1月 6日（金）冬休み 

＜3学期＞ 

 1月 24日（火）スキー教室 ４・５・６年 

 1月 31日（火）そり教室 1年 

 2月参観日 ７日（火）5年  ９日（木）2年    

14日（火）３年 16日（木）1年  

21日（火）4年  28日（火）6年 

 3月 1６日（木）卒業式 

 3月 1７日（金）～春休み 

 3月 1８日（土）PTA準備会   3月 29日（水）新５・６年新年度準備 

 

 体罰調査へのご協力、ありがとうございました。個別に聞き取りの必要な案件はありませ

んでした。今後も、体罰のない学校づくりに努めてまいります。なお、県教育委員会では、

「体罰に関わる相談窓口」を設けています。封書、電話、ファックス等で相談ができますの

で、ご活用ください。 

 宛先  長野県教育委員会義務教育課「体罰に関わる相談窓口」 

 住所  〒380-8570 長野市南長野幅下 692-2 

 電話  026-235-7426（直通）  Fax  026-235-7494 


